
○
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

宮
城
県
知
事

村

井

嘉

浩

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

廃
止
前
の
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
以
下
「
旧
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
を

受
け
た
食
品
（
以
下
「
認
証
食
品
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
認
証

食
品
に
つ
い
て
は
、
旧
要
綱
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
証
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。
令
和
三
年
四
月
一
日
以
降
に
新
た
に
認
証
を
受
け
た
認
証
食
品
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
認
証
を
受
け
て
い
る
認
証
食
品
に
つ
い
て
は
、
旧
要
綱
第
八
条
の
二
か
ら
第
十
七
条

ま
で
の
規
定
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


